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� + � 問題関心
まず最初に� 今回の講演の演題について簡単に言及しておきだい� 演題として取り上げた
�会計年度� に私が関心を持つに至ったきっかけは� ���の総合��番組で� +331年 .月から

毎週火曜日夜+*:/*から全国放送された �謎解き歳時記� の第 +回目のタイトルである �年度初
めはなぜ .月�� の作成のため� 取材をうけたことである� 日本で会計年度の初めが現在のよ
うに .月 +日になった経緯� また日本と同じイギリスでそうなったのは何時で� 何故か�� と�
担当のデイレクタの女性から �何故か� という質問を受け� このような形で問題提起しう
る女性の �感性� に改めて感心したのであるが� これが �会計年度� に関心をもった最初であ

+� 本稿は,**-年+*月 .日� 岩手大学で開催された,**-年東北史学会�岩手史学会合同大会における
筆者の �公開講演� を加筆修正したものである� 本誌掲載にあたって� 次のような方針で加筆した
ことを申し添えておきたい� �文体を講演調から論文調に改めたこと� 蓋し� 前者は文章が冗長に
なるのみならず� 付け加えた注の部分の文章と調和しないうえ� 筆者の思考様式になじまないから
である� �時間の制約上� 削除もしくは簡略化した部分は当初の草稿の形に復元したこと� �講演
という発表形態の性質上言及することが出来なかった文献� 史料� 問題点などを注として付け加え
たこと�



る�
今回� 日本史関係者も多いこの学会で� �公開講演� の機会を与えられたので� 日本の会計年
度の制定のことをも視野にいれて� 最初に制定したと思われるイギリスの会計年度について�
本格的に研究を開始することにした�
� , � 研究史上の問題点
研究を開始するにあたり� 予め� わが国におけるイギリスの研究史について検討しておく必
要があることは言うまでもない� 対象を広げて近代イギリス予算制度ないし財政制度に関する
研究史,�を整理すると� 研究の多くは� その制度が完成した後の,*世紀初頭の時点における制

度� しかも国庫制度に関するものが中心であり� 成立過程に関しては� , � -人の行政史家�
とくに財務行政史家によるもので� しかも欧米の研究を紹介ないし解説した程度のものがある
のみである� われわれ歴史学分野からの研究-�は市民革命期と+2世紀末の時期に関するものが

あるのみであり� 市民革命期から+3世紀の完成期までを通した本格的研究はないようである�
ましてや �会計年度� 制定に関する研究は� 管見の限りでいえば� わが国は勿論� 欧米におい
ても全くない状態である.��
しかし� 研究史的には研究が欠落しているとしても� �会計年度� の制定の経緯を調べてみる
と� それは単に会計上の技術的問題ではなく� イギリスの �国制� constitutionと �統治�
governmentに関わる問題であることが明らかとなる� つまり� 一方では� 名誉革命後の �立
憲君主制� による統治� 他方では� それに対するその後の選挙法改正等による議会制民主主義
の進展� この両者の結果として制定されてくる� 従って� �会計年度� の制定過程は� すぐれて

,� 予算制度� とりわけ国庫制度の全体像についての研究は� 主として財政実務家によるものであり�
戦前の研究としては� 鈴木庫太郎 �英国国庫制度調査� 日本銀行� +3*1年	 内池廉吉 �英国の会計
制度� (其一 )(其二 ) �国民経済雑誌� ,2
-� . � +3,*年	 石黒利吉 �英国予算制度論� 八州社�
+3,.年	 大蔵省主計局 � +英国議会制度大要 [野木寛稿 ]� ,英国予算制度の法制�金銭法案解説
[原純夫稿 ]� 大蔵省主計局� +3-.年など� また戦後の研究としては� 国立国会図書館調査立法考査
局 �米�英�仏�財政制度概要� �国調立資料 B/*�� +3.3年	 平井龍明 �イギリスノ予算制度� 港
出版� +3/*年	 大蔵省主計局総務課 �英国予算 �第 +部予算制度��� +30+年	 大蔵省主計局総務課
�英国予算 �第 ,部予算の内容� 第 -部予算法規��� +30,年などがある�
予算制度に関するより限定された研究対象である大蔵省統制についての研究は� 主として行政史
ないし財務行政史家によるものであり� 小島昭 �大蔵省統制の形成とその論理的展開�英国におけ
る大蔵省�各省関係を中心にして�� �辻清明編 �現代行政の理論と現実� 勁草書房� +30/年� 所
収 )	 大河内繋男 �英国における大蔵省統制の展開過程� ( + )( , )( - )( . )( / ) �国家学会雑誌� 2,巻
3�+*� ++�+,� 2-巻 1� 2 � 3�+*号� +303年	 西山一郎 �+3世紀中葉における大蔵省統制の実
態について� �経済論叢 [香川大学 ]� .1
 .� /� 0 � +31/年	 西山一郎 �イギリスにおける+3世
紀の大蔵省統制� (大川政三�石弘光編 �財政学研究� 春秋社� +310年� 所収 )などがある�
また予算制度の法律学ないし憲法学的研究としては� 小嶋和司 �イギリスにおける財政体制およ
び国政体制の成立� (同 �日本財政制度の比較法史的研究� [+30,年学位論文 ]� 信山社� +330年� 所
収 )	 吉田善明 �研究ノ�ト イギリスにおける内閣の Estimate提出からAppropriation Actおよ
び Finance Actの制定まで� �法律論叢 [明治大学 ]� -3
.� /� 0合併号� +300年	 安澤喜一郎
�イギリスの予算制度� �同 �予算制度の憲法学的研究� 成文堂� +31.年� 所収� などがある�

-� 市民革命期については� とりわけ� 長谷田泰三 �英国財政史研究� 勁草書房� +3/+年に所収の諸
論文� また+2世紀末期については� 山根誠一郎 �研究ノ�ト +2世紀イギリスの戦争と財政�� �経
済学論集 [筑波大学 ]� 第 ,号� +312年	 金子勝 �[+12*-21年の ] �自由主義� 的行財政改革の形成�
( + )( , ) �社会科学研究 [東京大学 ]� -.巻 ,� -号� +32,年など� なお� ,*世紀初頭の完成形態に関
する比較的最近の研究としては� 吉岡昭彦 �近代イギリス予算制度の特質�+3世紀後半,*世紀初
頭を対象として�� �西洋史研究� +0輯� +321年	 拙稿 �イギリス予算制度と+3++年 �国会法� の成
立� �アルテス�リベラレス �岩手大学人文社会科学部紀要�� .+号 � +321年がある�
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�財政民主主義�の進展過程を表示するものであり�このような基礎的視角からの本格的研究が
必要であるといえるのである�
� - � 課題と構成�順序
このような問題関心と基礎的視角から� この講演では� 演題として記載したように� イギリ
スにおける �会計年度� 制定の基本的経緯とその歴史的意味を� �財政民主主義� の進展如何と
いう視角から� 具体的には �近代イギリス予算制度の成立過程� に即して� 論じていきたい�
構成�順序としては� 次の第 II節で予算制度の成立過程について� そして続く第 III節では�
成立し完成した予算制度の形態について� 特に予算の審議過程について論じ� 最後に� イギリ
スの地方レヴェルでの会計年度� そして特に日本の会計年度の制定の経緯について簡単に論及
することにしたい�

� 近代イギリス予算制度の成立� 会計年度と議会の財政統制 �循環� の成立

[A] 予算制度の完成形態 �III� からみて成立過程 �II-[B�� での必要な諸要件
本節で近代イギリス予算制度の成立過程を検討するに先立ち� 予め指摘しておきたいことの

+つは� 本節を大きく [A]と [B]にわけ� とりわけ [A]の項目をいれた理由である�
それは� 予算制度の成立過程を論じる場合� 特にイギリスのように� 歴史的に他の国の先例
に依拠することがほとんど全くなく� すべてを自ら� 経験的に� 時間をかけて漸進的に進展さ
せてきた国における成立過程を論じる場合� その過程は非常に複雑で錯綜していること� その
ためそれを論じるには� むしろ完成形態に即して� そのような完成に至る過程で必要となる諸
要件を予め� かなり立入って指摘し� その後に� それらの成立過程を年代順に� 論じることが
よりよいと判断したからである� これが� [A]として� �予算制度の完成形態 �III� からみて成
立過程 �II-[B]� で必要な諸要件� という項目をいれた理由である�

.� わが国における研究状況は� 欧米におけるそれをほぼ反映しているのであるが� 欧米における研究とし
て� 財政制度全体に関するものとしては� H.Higgs� Financial System of the United Kingdom,
London, +3+.	 E.H.Young� The System of National Finance, , nd edn., London, +3,.	 W.F.
Willoughby� W.W.Willoughby� S.M.Lindsay� The System of Financial Administration of

Great Britain:A Report, New York, +3,,.など�
大蔵省統制に関するものとしては� Lord Bridges, The Treasury,London,+30.	 M.Wright�

Treasury Control of the Civil Service,+2/.
+21.,+303	 do.,“Treasury Control +2/.-+3+.”, in G.
Sutherland(ed.)� Studies in Growth of Nineteenth Century Government,+31,	 H.Roseveare, The

Treasury:The Evolution of a British Institution, London, +303	 do.� The Treasury +00*
+21*:

The Foundations of Control,+31-.などがある�
財政の憲法学的研究としては� 周知の F.W.Maitland, The Costitutional History of England�

Cambridge,+3*2, 小山貞夫訳 �イングランド憲法史� 創文社� +32+年 .などがある�
加えて� 議会の財務手続き� 及び財政統制に関しては� Sir T.E.May� A Treatise on the Law,

Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, London, +3*0	 A.J.V.Durell� The Principles

and Practise of the System of Control over Parliamentary Grants,London,+3+1;G.F.M.Campion�
An Introduction to the Procedure of House of Commons, London, +3,3	 B.Chubb� The Control

of Public Expenditure Financial Committees of the House of Commons,Oxford,+3/,	 P.Einzig,
The Control of the Purse Progress and Decline of Parliament’s Financial Control, London,
+3/3	 G.Reid� The Politics of Financial Control The Role of the House of Commons,London,
+300.などがある�

� 近代イギリス予算制度の成立過程に即して � -
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予め指摘しておきたいもう +つは� このような判断から予算制度について� 必要な諸要件を
指摘しようとする場合� 相互に関連する ,つの側面があるということである�
その +つは� 議会� 具体的には� 納税者を代表する �庶民院� House of Commonsによる予

算の審議過程において� 審議の機構と対象及び手続が構築されてくる側面 �以下� 予算審議面�
である� ,つ目は� 議会の審議との関連では� いわばその前提である国庫制度において� 統一
的な国庫が成立し� その運用が規定され� さらに議会がそれを統制しうるようにその決算書等
が議会に提出され審議を受けるようになる側面 �以下� 国庫制度面� である�
予め結論的にいえば� この ,つの側面が同時的に� しかも漸進的に進展し� +20*年代末にイ

ギリスの近代的予算制度� 内容的にいえば� 予算の編成� 審議� 執行� 決算と検査という過程
で� 納税者を代表する �庶民院� による財政 �統制の循環� circle of control/�過程が成立し�
またこのようなものとして �財政民主主義� が成立してくるのである�
そこで� この ,つの側面のそれぞれについて� 完成形態に即して� そのような完成に至る過
程で必要な幾つかの要件を� 立入って指摘することにしたい�

[I] 予算審議面で完成形態に必要な諸要件

まず� 予算審議の面で完成形態に必要な諸要件を� 表 + �+21+-1,年予算の審議過程� に即し
て指摘しておきたい�
� + � 予算審議の基本原理
第 +点目は� 表 +の冒頭に記載したように� 予算審議の基本原理として� メイ Sir Thomas

Erskine Mayの言葉で表現すると� �国王は金銭を要求し�庶民院はそれを譲与し�また貴族院
はその譲与に同意する� The Crown demands money, the Commons grant it, and the Lords

assent to the grant.0�という原理が成立し貫徹してくることである� �この原理のもとで� 国王
に象徴される �立憲君主制� と庶民院に象徴される �議会制民主主義� とが見事なほどに結合
されてくる� まさに �古い革袋に新しい酒を盛る� ことの典型的な例といえる��
つまり� 国王ないしその大臣である内閣のみが �統治� に必要な金銭を要求するように� 庶
民院が予算の �発議権� initiativeを国王に限定してくること� さらに� 庶民院は �貴族院�
House of Lordsとの関係では� 予算審議の �先議権� をもち� 貴族院に優越してくること1��
である� 後述するように� このような要件が� �名誉革命� 前後期に基本的に成立し� その後�
漸次的に強化されてくるのである�

� , � 予算審議の機構
第 ,点目は� 表 +の庶民院の欄の下に記載したように� 予算審議の機構として� 庶民院に�
本会議とは異なる �議定費委員会� Committee of Supplyと �財源委員会� Committee of

Ways and Meansが成立し�その両機能が分化してくることである2��その主たる理由は�本会

/� Hansard’s Parliamentary Debates, - rd Ser., CLXXXI,+-1-� B.Chubb,op.cit.,p.0; H.Roseveare,
The Treasury +00*-+21*,p.02.

0� メイはさらに続けて言う� �しかし� 庶民院は� 金銭を議決しない� もしもそれが国王によって必
要とされないならば� また庶民院は� 諸税を賦課もしくは増加しない� もしもこのような課税が�
国王によってその国制上の助言者達 �	大臣達
 を通して明言されたような� 国務のために必要で
ないならば�� と� Sir T.E.May� op.cit.,p././�

1� Cf. G.F.M.Campion� op.cit.,pp.,.-,/; G.Reid, op.cit.,p.-/ff.
2� Cf. G.F.M.Campion� op.cit.,pp.,/-,0; G.Reid, op.cit.,p../.
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議で議長席にすわる議長は� 従来� 国王の影響力を受けていたので� 予算審議の場合に� 国王
の影響力を受けないようにするためである� そのため� 議長を退席させ� 代わりに委員長席に
委員長が座り� 同じ議場を �全院委員会� Committee of the whole Houseとして審議するも

のとして� �革命� 前後期にこの ,つの委員会が成立し� その後+2世紀末に� �後述する� 議定
費を審議する議定費委員会� また財源を審議する財源委員会として� その機能が分化し強化さ
れてくるのである�

� - � 予算審議の対象
第 -点目は� 予算審議の対象として� 歳出関係予算では� 表 +の庶民院の �本会議� 欄の下
に記載したように� �海軍予算� Navy Estimates� �陸軍予算� Army Estimates� �民事 [�収
入部局 ]予算� Estimates for Civil Services� 更にそれらに加えて� それらとは別に �民事 �内
金議定費� 予算�� および �収入部局 �内金議定費� 予算� が提出されてくることである� �革
命� 期に� このような歳出予算が提出され始め� 漸次的に全部局に拡大されてくる� また民事
予算について�このような �内金議定費� Votes on Account予算が別個に提出されてくること

が特徴的であるが� その理由は後述する�
また歳入関係予算では� 表 +の右側の庶民院の �財源委員会� における �財政演説� Finan-

cial Statementで提案されてくる� このように歳出予算と歳入予算がいわば別個に提出�提案
されてくることが� 特にわが国の場合3�との対比で� 特徴的であるといえる�

� . � 審議対象たる予算の提出時期
第 .点目は� 審議対象たる歳出関係予算の提出の時期について� 表 +の提出期日から明らか

であるように� これらの予算書はすべて� -月-+日以前に提出されてくることである� その理
由は� 結論的にいえば� 新たな会計年度が .月 +日から始まるからであるが� それ以前の会計
年度は +月 /日に終わり� +月 0日に開始していた+*�� 何故そのように変わったのかについて
は� 本講演の主題であるので� のちに詳述したい�
また歳入関係予算の場合� �財政演説� �通称�予算演説 Budget Speech)は�表 +からも明ら

かであるように� 通常� .月 +日に新たな会計年度が開始した後に� 行われるのであるが� そ
の理由についても後述する�

� / � 予算の立法化と �割当法� での �割当� の意味
表 +で� /月,/日に歳入関係予算が �+21+年関税�所得税法� The Customs and Income

Tax Act, +21+ �-. Vict.c.,+.� として立法化++�され� そして予算審議の最後の日の 2月,+ 日に

3� 因みに� �財政法� 第+.条はわが国の一括した �歳入歳出予算� について規定する� �歳入歳出は�
すべて� これを予算に編入しなければならない� と�

+*� Cf. H.Higgs� op.cit.,p.+� A.J.V.Durell� op.cit.,p.+1�
++� なお� 歳入関係予算欄で� 2月,+日 に成立する �関税�内国税収入法� Customs and Inland

Revenue Act(-. & -/ Vict.c.+*-)は� その正式名称たる �関税及び内国税収入に関連する法律を修
正する法律� が示すように� �+21+年関税�所得税法� 成立にともない� 関税と内国税に関連する法
律を修正するだけのいわば技術的な法律である�

+,� このような歳出�歳入予算それぞれの立法化	法定主義は� わが国の予算が単なる �議決� のみ
で成立するのとは対照的である� 因みに �日本国憲法� 第20条は �予算� について規定する� �内閣
は� 毎会計年度の予算を作成し� 国会に提出して� その審議を受け議決を経なければならない� と�
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歳出関係予算が �+21+年割当法� The Appropriation Act,+21+ �-. & -/ Vict.c.23.� として立
法化されていること+,�� このことを確認した上で� 注目しておきたい第 /点目は� この �割当�
appropriationの意味についてである�
表 ,は �+21+年割当法�の �別表�を表示したものであるが�本表に即していえば�その � + �
�概要� に続く � . � �海軍� 費や � / � �陸軍� 費の場合� 全体の金額を� +から+1� あるいは
,0という番号のついた項目� これを �項� Voteと呼ぶのであるが� この項に �割当� てること
である� また � 0 � 以下の �民事� 費の場合には� 予め� 大きく� いくつかの �款� Classに区

分し� その上でさらに �項� に �割当� てることである� しかも� その場合� 各 �項� の金額
を �超えない金額� Sums not exceedingとして�つまりわが国におけるように一定の金額その
ものではなく� 限度額としてのみ割当ていることに留意しておきたい+-��
この �項� は予算書の段階から� 審議� 執行� さらに最後の検査まで一貫して予算の基本的
単位であり� その �項� 間での �費目流用� Virementは� 民事費の場合には出来ない� 陸海の
軍事費の場合� 出来るが� その場合には� �大蔵省の承認� が必要である+.��
このような �割当� は� 後述するように� �革命� 前後期に� 本格的に導入され始め� 以後�
漸次的に全部局の予算に拡大されてくるのである�

� 0 � 割当法での �年度の間に支払う� との限定
最後の 0点目は� この �割当法� について� もう +つ� 同じ表 ,の ( . )から �+-� の海軍�
陸軍� 民事� 収入各予算の最初の +行目に記載されているように� �年度の間に支払う� in

course of payment during the yearと限定されてくることである� 後述するように� 以前に
は� このような期間的な限定がなく� 単に �役務のため� for the Serviceに支払うと記載され

るのみであり+/�� そのため支払いが年度を超えるという状態であった� 第 +次選挙法改正以後�
このような限定がされてくるのである�
以上は議会における予算審議に関する要件であるが� 予算が執行された後の決算審議に関す
る要件については� 次の国庫制度と一緒に言及することにしたい�

[II] 国庫制度面で完成形態に必要な諸要件

次に� 国庫制度の面で完成形態に必要な諸要件を� 表 -に表示した �+21,年 -月-+日に終わ

る+21+-1,会計年度について� グレ�トブリテン及びアイルランド連合王国の国庫決算書	 Fi-

nance Accounts of the United Kingdom of Great Brtitain and Ireland, for the Finacial

Year +21+-1,,ended -+st March +21,.に即して指摘しておきたい�
� + � 会計年度の規定の仕方

+-� Cf. G.F.M.Campion� op.cit.,p.,-*

+.� Cf. H.Higgs� op.cit.,p.1,.
+/� House of Commons Parliamentary Papers +202-03,Vol.XXXV, Public Income and

Expenditure, Part II [-00-I] , Appendix +-. Explanatory and Historical Notices of the Several
Heads of Public Income and Expenditure, included in the Preceding Accounts, from +022 to
+203, and of Matters relating to these Financial Accounts� p.0/2. この報告書 Returnは� その
末尾 �p.1--� に記載されているように� +200年 1月,.日における当時の大蔵大臣グラッドスト�ン
W.E.Gladstoneの要求により� 最終的にはチザムH.W.Chisholmが+21+年 -月-+日付で作成し提出
したものであるので� 以下では� H.W.Chisholm’s Returnと略記する�
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まず第 +点目は� 会計年度の規定の仕方について� 本表のタイトルが示すように � -月-+日

に終わる年度� と規定されていることである� 何故� このように �終わる� 年度で規定するの
か� またそれは何を意味しているのかについて� のちに詳述する� この点は� 日本の場合� 周
知のように� .月 +日に �始まる�年度として規定していること+0�と対照的であり�その場合の
理由と意味についても後述したい�

� , � �国庫決算書� の議会提出
第 ,点目は�本表のタイトルが続いて示しているように �国庫決算書� Finance Accountsと

いうものが毎年� 議会に提出されてくることである� これは+2*,年の法律で規定されたのであ

るが� その場合� 会計年度は +月 /日に終わる年度であった� その後� 最終的には� +2/.年の

法律によって -月-+日に終わる年度に変更されてくるのであるが+1�� このような変更の具体的
経緯については後述する�

� - � �国王の家計� の �国家の財政� への転換
この �国庫決算書� について� 予め� 確認しておくと� 表 - � + � は� その �目次� である
が� その最初の項目たる �I.国庫の受取と支出の全体の決算書� 年度始めと終りの国庫残高と
ともに� を表示したものが� 表 - � , � の �+21+-1,年度における公的収入と支出� 及びその他
の国庫受取と支払	 +21,年 -月-+日に終る年度に国庫受取と支払の全体� 及び年度開始と終了
時の国庫残高を示す現金勘定� である� この長いタイトルが示しているように� �公的収入と支
出� Public Income and Expenditure及びその他の �国庫受取と支払� Exchequer Receipts

and Paymentsが� �国庫残高� Balances in the Exchequerとともに� �現金勘定� Cash

Accountとして提出されてくる�
この場合� 表 - � , � の年度初めと終りの �国庫残高� の欄を除き� 上段� すなわち収入側
の [II]の �国庫受取の収入� と支出側の [I]の �既定費のための支払�� 及び [II]の �議定費のた
めの支払� が� 通常予算ないし一般会計の歳入と歳出に相当する項目であり� いずれも �純�
netではなく �粗� grossの歳入�歳出額を表示している� しかし� 従来は� 徴税額から予め�
収入部局の給与等の経費を控除し� その後の純額を国庫に納入していたため� その �純� 額を
表示していたことに留意しておきたい�
次に� この通常会計の下の網掛け線の下が� �欄外会計� under the lineといわれる項目であ

り� 内容的には支出側でいえば [III]は ( �事業債 additional debt起債による調達金� からの�
いわゆる資本支出 capital expenditureの項目� それ以下の [IV]は国庫金の �貸付� Ad-

vances� 国債である �有基債の償却� Redemption of Funded Debt及び �一時的立替金の返
却� Temporary Advances Repaidのような国庫金の資金繰り関係の項目である� 加えて� こ
の表 - � , � の左右の末尾の総額が一致していること� つまり貸借対照化されていること� し
かし従来はそうではなかったことにも留意しておきたい�

ところで� この �国庫決算書� は� 国庫の� つまり国家の金庫の収支であるが� それ以前は�
国家ではなく�国王のいわば家計の収支であり�従って歴史的にいえば� �国王の家計�を議会�

+0� 因みに� �財政法� 第++条は規定する� �国の会計年度は� 毎年 .月 +日に始まり� 翌年 -月-+日
に終わるものとする� と�

+1� Cf. H.Higgs� op.cit.,p.+
 A.J.V.Durell� op.cit.,p.+1�
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とりわけ庶民院が漸次的にその審議�統制下に置きつつ� それを �国家の財政� に転換させて
きたことの結果であるといえる� このような転換が注目しておきたい第 -点目である� この過
程で注目すべきことは� 大別して -つの側面� すなわち� 支出面� 収入面� そして国庫金の取
扱い面のそれぞれに関して� 具体的には次の諸点である�

+ � 支出面
まず� 表 - � , � の右側の �公的支出とその他の支払の項目� に示されている支出面では�
�[I] 既定費のための支払� と �[II] 議定費のための支払� に関連して�
� �王室費� の譲与� +2-*年 �王室費� と民事費の分離完成
+つ目は� �[I]既定費のための支払� の中で� �王室費� Civil Listの名目で� 議会が一定の

金額を国王に譲与してくることである� これは� 後述するように� �革命� 前後期に始まったの
であるが� その場合� このような �シビル�リスト� の名目で� その中には� その下段に記載
されている �年金� Annuitiesや �給与� Salaries� さらに �[II]議定費のための支払� の中の
�種�民事費� Miscellaneous Civil Servicesの費用をも含めて� 平時における国王の支出全体
をカバ�するもの �いわば �文政費�� として� 譲与した� その後� 議会は国王の即位の時に�
この名目で国王の支出の総額を決定して譲与してくる�
そして次第に� このような �シビル�リスト� の項目から民事的費用を分離させて� 議会の
審議事項にし� 最後には� +2-*年の国王即位の時に� それを国王の家計と王室維持のためのみ
の費用に� つまり文字通り �王室費� に限定し� それを民事費と分離することになるのであ
る+2�� �議会の支出統制面からいえば� この意味でこの+2-*年時点で最終的に �国王の家計� か
ら �国家の財政� に移行したと看做しうる��
� 支出の �既定費� と �議定費� への ,区分

,つ目は� このような移行過程と平行しつつ� 厳密に �公的支出� Public Expenditureと呼

ばれる部分の ,大区分として� [I]の �既定費� Consolidated Fund Servicesと [II]の ��毎年�
議定費� (Annual)Supply Servicesの区分がなされてくることである� 前者の �既定費� とは
+度� 制定法で決めると毎年の審議を要せずに支出しうる費目� 後者の �議定費� は毎年� 議
会に各部局別に �歳出予算� を提出させて審議し� 法律で議定する必要がある費目である� 後
述する+121年の �統合国庫資金� Consolidated Fundの成立以降� この名称で呼ばれてくるの
であるが� それはそれぞれが支払われる資金� すなわち前者は �統合国庫資金�� 後者は �毎年
議定費� であることに由来している+3�� �こうして� 議会は支出面で審議対象を �議定費� に限
定しつつ� 毎年� 集中的に審議してくるのである��

, � 収入面
他方� 表 - � , � の左側の �公的収入とその他の受取の項目� に示されている収入面では�
特に �[II]国庫受取の収入� に関連して�
� 税収面で国王の大権にもとづく課税賦課の破棄

+つ目は� �関税� その他のいわゆる税収面において� 国王の大権 prerogativeにもとづく金

銭要求� 端的に課税賦課が� �名誉革命� 期までに破棄されてくることである,*��
� 税外収入面で �王領地� 収入等の放棄
,つ目は� 税収以外のいわゆる税外収入のうち� �王領地 �純収入�� Crown Lands �Net�

+2� Cf. B.Chubb� op.cit.,p.+*.
+3� H.W.Chisholm’s Return� p./++	 H.Higgs� op.cit.,p.+3

,*� Cf. G.Reid, op.cit.,p./-.
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も� +10*年の国王即位の際に� 国庫に放棄され� その結果� このように国庫の収入として記載
されてくることである,+��
� +20*年代の完成期に税の �毎年税� と �永久税� への ,区分

-つ目は� 税収について� 議会の審議との関連では� +20*年代の完成期になると� 税につい
て ,つの区分� すなわち� +つは +年間を限度として賦課し� 議会が毎年審議する �毎年税�
annual tax� 他は毎年の審議を要しない �永久税� permanent taxの ,つに区分されてくるこ

とである� 毎年税には ,つあり� 直接税からの �所得税� �これが+2/1年から�� 及び間接税
からの �茶関税� �これが+20-年から�である,,�� このような �毎年税� のみが毎年議会で審議
されることになる� �こうして� 議会は収入面でも審議対象を �毎年税� に限定しつつ� 毎年�
集中的に審議してくるのである��
� �国債� 発行と �イングランド銀行� 創設
.点目として �欄外会計� について言えば� 支出側の �既定費� の主要部分をしめる �有基

債利子� Interest of Funded Debtが示唆するように� 当時多額のいわゆる �国債� National

Debtが発行されていたのであるが� このような �国債� も� 従来の国王の借入に代わり� �革
命� 期に創設され� またそれとの関連で �イングランド銀行� Bank of Englandも創設されて

くることに留意しておきたい,-��
- � 国庫金取扱い面
以上の支出面と収入面に加えて� 最後に� このような国庫金の取扱い面について�
� �統合国庫資金� の設立
まずこのような国庫金の記帳様式ついていえば� +022年の �名誉革命� 以来� ほぼ+**年間�
すべての税について� 特定の税収入が直接的に特定の支出項目の支払いに割当られ� それぞれ
別�の会計項目の下で記帳されていた,.�のであるが� +121年の法律によって �統合国庫資金�が
設立され� 本格的に統合化されてくること� これが +つ目である�
� 国庫金の+2-.年イングランド銀行預託と �国庫勘定�
次に国庫金の保管場所についていえば� 元�国王の �財務府� Exchequerで取扱っていた

が� +2世紀末の産業革命とともに銀行業が発達したので� 表 - � , � の収入側の最初と支出側
の末尾の �国庫残高� 欄に記載されているように� +2-.年から� �イングランド銀行� と �アイ
ルランド銀行� に預託され� そこで� +つの �国庫勘定� The Account of Her Majesty	 s

Exchquerとして取扱われてくること,/�� これが ,つ目である�
� 国庫金運用の+200年法による規定

-つ目は� 国庫金運用上� 必要となる資金繰りに関することである� 表 - � , � の収入面で
は �[III] その他の国庫受取� の最後の項目である �一時的立替金の受取� Temporary Ad-

vances Received� 他方� 支出面では �[IV] その他の国庫支払� の最後の項目である �一時的
立替金の返済� に記載されているように� 国庫金の運用上で不足する場合� 具体的には ,つあ

,+� Cf. G.F.M.Campion� op.cit.,p.,.

,,� H.W.Chisholm’s Return,p./,*� S.Buxton, Finance and Politics; An Historical Study. +122-+22/,

Vol.II, London,+222,p.-12; S. Dowell, A History of Taxation and Taxes in England:From the

Earliest Times to the Present Day,Vol.Four:Taxes on Articles of Consumption,Reprints of
Economic Classics, New York,+30/,p.,,1.

,-� Cf. Lord Bridges, op.cit.,p.00.
,.� H.W.Chisholm’s Return, p.-,1.
,/� H.W.Chisholm’s Return, pp.-./--.0
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り� +つは� �議定費� が不足する場合には毎年の �割当法� に基づいて� また ,つめは� �既
定費� での国債利子のように四季支払日 Quarter Days毎の支払いの際に不足する場合には�
後述するように� +200年の法律に基づいて� �イングランド銀行� から借入れ� 年度内に返済す
ることも規定されてくる,0�� 従って国庫制度の面で� この+200年の法律は予算制度の完成を示

すことになるはずである�

� . � �既定費決算書� と �割当決算書� の提出� 会計検査後� 庶民院の �決算委員会� での審
査等の+200年法による規定

最後に注目しておきたいことは� このような �国庫決算書� 以外の決算書と決算審議に関す
ることである�
この �国庫決算書� は� 国庫金� つまりイングランド銀行における �国庫勘定� の決算書で
あるが� この決算書の他に� この �国庫勘定� から支出されたのちに� 最終的に支払われた時
点での決算書として� �既定費� については �既定費決算書� Annual Accounts of Issues for

Consolidated Fund Servicesが毎年大蔵省で作成され�議会に提出される�また財政統制の点
でより重要な �議定費� については� 歳出予算の割当に対応して �割当決算書� Annual Ac-

counts of the Appropriation of Public Money� or Appropriation Accountsが+2-,年以降�
海軍省等の各部局で作成され� さらに� それが �会計検査院� Board of Auditで会計検査され

たのち� その検査報告書とともに� 庶民院に提出され� そして庶民院で毎年設置される �決算
委員会� Public Accounts Committeeで検査され�その報告書が庶民院に提出されることにな
る�
このような検査過程についても�最終的には+200年の法律で規定されてくる,1��従って�この

+200年の法律は� 予算の最終的審議たる決算書の検査の点でも� 予算制度の完成を示すことに
なるはずである�

以上の諸要件が� �名誉革命� 前後期以来� +20*年代の完成期に至る間に成立してくるのであ

るが� その過程を論じる場合� それぞれの要件別に論じると� それ自体は理解し易い反面� そ
れらの相互関係や� それらの相互の歴史的段階的展開とその意味は理解し難くなるので� 以下
では� それらを相互に関連づけつつ� クロノロジカルに論じていきたい� �次号に続く��

,0� �国庫及び会計検査院法� Exchequer and Audit Departments Act(,3 & -* Vict.c.-3) � s.+,.
,1� Exchequer and Audit Departments Act� s.,+ff.

Artes Liberales No. 2*, ,**1+,



表 , �+21+年割当法� の �別表�
表 , � + � 本法が言及する別表 �A.� �B.� の概要

別表 ��.� -統合国庫資金からの譲与金 ��� ./5**05/+0./5**05/+0
別表 ��.� -譲与金の割当 ���

I 部 不足� +203-1*年 0-531-

II 部 追加� +21*-1+年 -3250*1

+21+-1,年
III 部 海軍 3512353/0

IV 部 陸軍 +05./.51**

V 部 民事 I 款 +5.20521.

VI 部 II 款 +52/,5/-0

VII 部 III 款 .5*,0500*

VIII 部 IV 款 ,5,2/5*,1

IX 部 V 款 /3,510.

X 部 VI 款 /**5.+-

XI 部 VII 款 03522.

総民事 +*52+.5+/2

XII 部 収入部局等 050..5,//

XIII 部 国庫債券 1**5***

XIV 部 Greenwich病院�学校のための貸付 +.*5201

[ 総計 ] ./5**05/+0

表 , � . � 別表 �B.� 	 III部

海軍


+21,年 -月-+日に終わる年度の間に支払うであろうところの� ここで特に言及される海軍の費用を支払うために譲与された金額の表� すなわち�

No. 超えない金額���
+ 0+5***人の水兵�海兵隊員への給与等のため ,503-5--0

, 水兵�海兵隊員のための食糧�衣類のため +5*-25,*,

- 海軍本部の費用のため +0-5.33

. 沿岸警備隊�海軍沿岸義勇兵�海軍予備役の費用�及び水兵�海兵隊員年金準備金のため +2152-*

/ 幾つかの海軍技術部局の費用のため 015+*-

0 国内�海外の海軍工廠�海軍置場の費用のため 3015.+2

1 国内�海外の軍需部倉庫の費用のため 025--.

2 国内�海外の海軍医療施設の費用のため /153*0

3 海兵隊分艦隊の費用のため +25*,+

+* 艦隊�沿岸警備隊を建設� 修理� 艤装するための海軍備品のため 2-1530/

+* 蒸気機関類のため� 及び契約による造船に対してなされる支払いのため 1/+51+0

++ 海軍施設での新工事� 建設� 機械類及び修理のため 12*533.

+, 薬剤� 医療備品等のため 0150**

+- 軍法及び法律的費用のため +05**/

+. 種�の雑務の費用のため +,/50+1

+/ 海軍将校及び海兵隊員への休職給� 予備�退職給のため 2,35,-2

+0 軍人年金�手当てのため 0--512/

+0 文官年金�手当てのため -+,5,-1

+1 陸軍部局のため食糧供給と軍隊運搬用船舶の運賃のため� +1-5+/*

海軍総額 3512353/0

表 , � , � 別表 �B.� 	I部

不足 ���

+21*年 -月-+日に終わる年度について� ここで特に言及され幾つかの譲与金における不足を補うために譲与された金額の表� すなわち�

総民事 0-531-

表 , � - � 別表 �B.� 	II部

ルイズ王女の結婚持参金 ���
追加 ��� -*5***

+21+年 -月-+日に終わる年度について 5ここで特に言及され幾つかの国務のための費用を支払うために譲与された追加金額の表 5すなわち�

-0250*1

計 -3250*1

	 近代イギリス予算制度の成立過程に即して 	 +-



表 , � / � 別表 �B.� � IV部�
陸軍�

+21,年 -月-+日に終わる年度の間に支払うであろうところの� ここで特に言及される陸軍の費用を支払うために譲与された金額の表� すなわち�
No. 超えない金額 ���
+ 国内�海外 �インド除く� での地上軍の参謀本部及び連隊の給与� 手当て及び費用のため /5.++53**

, 典礼のため .05.**

- 軍法のため ,253**

. 医療施設及び医務のため ,.25-**

/ 民兵給与�手当てのため 3/15-**

0 義勇騎兵団のため 2+51**

1 義勇兵団のため .2/51**

2 陸軍予備役軍 �兵籍年金受給者含む� のため +,35,**

3 統制の施設� 給与等のため -1.5-**

+* 軍隊の糧食� 馬糧� 燃料と照明� 展開等のため +51-/50**

++ 衣類の施設� 業務及び支給のため 2125-**

+, 地上�海上軍務のための軍事その他備品の支給� 製造及び修理 �製造部局施設含む� のため +52+/52**

+- 国内�海外での工事� 建設� 修理の監督施設及び支出のため 32-52**

+. 軍事教育のため +-351**

+/ 雑務のため .-5-**

+0 陸軍の行政のため +3.5***

+1 卓越した軍務に対する報酬のため ,15.**

+2 将官の給与のため 1,52**

+3 限定�退職将官の満額給� 半給� 及び満額�半給将校任命辞令の購入のため /.-50**

,* 寡婦年金及び特別手当てのため +//5,**

,+ 負傷将官の年金及び手当てのため +353**

,, Chelsea及び Kilmainham病院� 及び同院内年金受給者のため --53**

,- Chelsea病院の院外年金受給者等のため +5,0,53**

,. 老齢退職手当て等のため +0,53**

,/ 民兵� 義勇騎兵団及び義勇兵団の非実効的軍務のため +253**

,0 陸軍将校職購買委員会の施設� 及びそれによる支出のため 0*-5***

陸軍総額 +05./.51**

表 , � 0 � 別表 �B.� � V部�
民事 -I款 �公共事業と建築�

+21,年 -月-+日に終わる年度の間に支払うであろうところの� ここで特に言及される民事の費用を支払うために譲与された金額の表� すなわち�
No. 超えない金額 ���
+ 王宮の維持と修繕のため .,5*1,

, 王立公園及び悦楽花園のため +*+5./+

- グレ�トブリテンの公的建築物�記念碑の維持と修繕� 給水� 公的部局の一時的設備用家賃及び附随費用のため +-,5*+1

. グレ�トブリテンの公的部局での家具の供給と修繕のため +.5***

/ ウエストミンスタ�での新宮殿用地の購入のため 1350/*

0 国会議事堂の建築物のため -*5/12

1 ダウニング街での内務�植民地大臣� 救貧法委員会等の執務室建築のため 2*5***

2 ウエストミンスタ�の参事会会議場の修理と修復のため +5/**

3 スコットランドの州裁判所の裁判所又は執務室を建設� 改善� 維持する費用の半分のため +.5/2-

+* 国立絵画館の拡大事業のため ,15***

++ グラスゴ�大学の建築物の補助金のため ,*5***

+, エディンバラの産業博物館の拡大のため +,5***

+- 種	の学識団体の占有のため� バ�リントンハウスの両翼面の敷地と中庭の一部に新建築物の建築のため .*5***

+. 郵政庁と内国歳入庁で一定の事業と建築物を建築し維持するため� また両庁に関連する他の事業のため +/*533/

+/ 大英博物館の建築物の維持� 家屋敷賃料� 家具支給及び附随費用のため /5+1*

+0 州裁判所の新建築物� 裁判所の維持� 家具�燃料等の支給及び附随費用のため .25.0*

+1 科学芸術部局の新建築物のため /05*.1

+2 連合王国の測量�アイルランドの測量改訂�アイルランド土地裁判所用地図�地図公表�及び地理的測量の印刷のため +,251**

+3 商務省下の一定の港の建設のため 01533-

,* ポ�トランド港での事業と費用のため 0**

,+ 首都消防隊の設立と維持への拠出のため +*5***

,, 救貧及びその他一定政府財産関連目的のための地方査定の補助拠出のため� 及び政府財産への地方税請求の
調査と関連する給与と費用� 又は地方税の代わりの拠出のため -05,,-

,- ウエリントン記念碑のため .5***

,. 自然史博物館の建設のため .*5***

,/ アイルランドの公共事業委員会の幾つかの公的建築物の建築� 修繕と維持のため +//5.0/

,0 アルスタ�運河事業の復旧のため /5,,0

,1 海外の一定の灯台の維持と修繕のため +25-+*

,2 海外大使館邸の維持と修繕のため ,52**

,3 コンスタンチノ�プル� 中国� 日本� テヘランでのイギリス大使館邸� 礼拝堂� 領事館邸等のため /.5.+/

-* ロンドン大学のための建築物の建築のため ,5-,*

-+ 新裁判所と執務室の敷地購入� 建築物建築及び他の費用のため 325,33

-, Anstruther港の完成のため 15***

民事� I款の合計 +5.20521.

Artes Liberales No. 2*, ,**1+.



表 , � 1 � 別表 �B.� � VI部�
民事 -II ,款 �民事諸部局の給与と費用�

+21,年 -月-+日に終わる年度の間に支払うであろうところの� ここで特に言及される民事の費用を支払うために譲与された金額の表� すなわち�
No. 超えない金額 ���
+ 貴族院事務室の給与と費用のため ./5*/.

, 庶民院事務室の給与と費用のため /*5*2,

- 大蔵省部局の給与と費用のため /.530.

. 内務大臣部局及び附属事務室の給与と費用のため 225.-*

/ 外務大臣部局の給与と費用のため 0.501.

0 植民地大臣部局の給与と費用のため -+5,.3

1 枢密院部局及び附属部局の給与と費用のため //522/

2 枢密院商務委員会及び附属部局の給与と費用のため 315-3*

3 王璽尚書執務室の給与と費用のため ,51-3

+* イングランド及びウエ�ルズの慈善事業監督委員会の給与と費用のため +153/0

++ 公務員人事委員会の給与と費用のため +0522,

+, 謄本保有�囲い込み�+*分の +税委員会の給与と費用のため +252.2

+- 囲い込み�排水諸法下での前払費用のため +*51/*

+. 国庫及び会計検査院の給与と費用のため -15/--

+/ イングランド及びウエ�ルズ人口調査費用を含め� ロンドンの出生等登記所の給与と費用のため +-/5,/*

+0 イングランド精神異常者委員会の給与と費用のため +/5.-,

+1 鋳造費用を含め� 造幣局の給与と費用のため -15-1/

+2 国債事務所の給与と費用のため ,+5-*0

+3 特許法修正法関連の給与と費用のため -,5/-3

,* ロンドン及びダブリンの支払長官部局の給与と費用のため ,,5+00

,+ イングランド救貧関連諸法の行政関連の費用のため ,,050.2

,, イングランド公文書館の給与と費用のため ,,52,-

,- 公共事業貸付委員会及び西インド諸島救済委員会下の施設の給与と費用のため .5/*-

,. イングランド� ウエ�ルズ� アイルランドでの友愛協会登記官執務室の給与と費用のため ,5-03

,/ 政府印刷局の給与と費用を含め� 幾つかの公的部局のための文房具� 印刷� 製本� 印刷書籍のため�
また ,議院のための文房具� 印刷� 製本� 用紙のため -1*5/-+

,0 木材� 森林及び土地収入所及び土地収入記録所の給与と費用のため ,/530+

,1 事業及び公的建築物委員会の給与と費用のため -251.+

,2 外務その他機密調査部のため ,/5***

,3 スコットランド財務府王室収入徴収官事務所の給与と費用� 及び以前に世襲収入から支払われた他の費用のため /53,0

-* スコットランド漁業委員会の給与と費用のため +,52+1

-+ スコットランド出生等登記所の給与と費用のため -+5-**

-, スコットランド精神異常者委員会の給与と費用のため 05**-

-- スコットランド救貧諸法の行政関連の給与と費用のため +15120

-. アイルランド総督世帯の職員と付添い人の給与及びその他費用のため 05,-+

-/ アイルランド担当大臣のダブリンとロンドンの執務室及び附随部局の給与と費用のため ,053-/

-0 アイルランド境界測量関連費用のため .**

-1 アイルランド慈善寄贈�遺贈委員会の給与と費用のため ,5,3-

-2 アイルランド出生等登記所の給与と費用のため� 及び農業と移民統計� 人口調査の費用のため -05+02

-3 アイルランド救貧関連諸法の行政のため +*,5,++

.* アイルランド公文書館及び政府関係文書保管官の給与と費用のため .5/0.

.+ アイルランド公共事業所の給与と費用のため ,052,,

民事� II款の合計 +52/,5/-0

� 近代イギリス予算制度の成立過程に即して � +/



表 , � 2 � 別表 �B.� � VII部�
民事 -III款 �法と司法�

+21,年 -月-+日に終わる年度の間に支払うであろうところの� ここで特に言及される民事の費用を支払うために譲与された金額の表� すなわち�
No. 超えない金額 ���
+ 法費用のため� 及び大蔵省事項事務弁護士部局での硬貨関連訴追を含む給与� 手当て及び附随費用のため ..5-+*

, 刑事裁判�少年犯罪者諸法下の判決を含め� 以前にカウンティ税から支払われたイングランドの巡回�四季
裁判所訴追� 州長官費用� 巡回裁判所書記等の給与� 及び刑事裁判諸法下の治安書記補償その他費用のため ,*+5+1-

- イングランド大法官裁判所の既定費負担でないような給与と費用のため +105,*,

. イングランド普通法高等法院の既定費負担でないような給与と費用のため 0*5122

/ イングランド破産裁判所の既定費負担でないような給与と費用のため 0-5111

0 州裁判所の給与と費用のため .+.51*0

1 イングランド検認�離婚�婚姻原因裁判所の給与と費用のため 3+5311

2 イングランド海事高等法院の補助裁判官�執行官室の給与と費用のため +-5+0*

3 土地登記所の給与と附随費用のため /5-+*

+* ロンドンとシアネスの警察裁判所の給与と費用のため +351,0

++ 首都警察の給与と費用及び旧騎馬�徒歩巡査の退職年金のため ,,,5.1*

+, イングランド�ウエ�ルズのバラとカウンティ警察及びスコットランド警察のため -+,5/**

+- イングランドと植民地の既決囚施設の監督のため� 及び既決囚維持のため .315--,

+. カウンティ�バラ刑務所の囚人� 矯正院�授産学校の少年犯罪者及び
グレ�トブリテンの民間精神病院の刑事精神異常者の維持のため -,0532*

+/ イングランドのブロ�ドムア刑事精神異常者病院の刑事精神異常者の維持のため --51+*

+0 イングランドの種	の法費用のため ,*5-/*

+1 スコットランドの刑事手続き関連の給与と附随費用のため 1-501/

+2 スコットランド裁判所職員の給与と費用のため /05,01

+3 エディンバラの一般登記所の給与と費用のため -*5,.*

,* スコットランド刑務所維持のため� パ�スとエア�の刑務所囚人の維持のため� 及び司法統計部局のため ,.5321

,+ アイルランド刑事訴追費用その他費用のため 1153*-

,, アイルランド大法官裁判所の既定費負担でないような給与と費用のため ..5/*-

,- アイルランド普通法高等法院の既定費負担でないような給与と費用のため ,35-11

,. アイルランド破産�債務超過裁判所の給与と附随費用のため 25/1*

,/ アイルランド土地所領裁判所の給与と費用のため +,51,+

,0 アイルランド検認裁判所及び地区登記所の給与と費用のため ++5.,0

,1 アイルランド海事裁判所登記所の給与と費用のため ,5*3*

,2 アイルランド証書登記所の給与と費用のため +/5.*2

,3 アイルランド判決登記所の給与と費用のため -5*00

-* ダブリンの警察委員会の給与� 及び警察裁判所と市警察の費用のため 325+1-

-+ アイルランドの警察隊のため 3+25,0*

-, アイルランドの政府刑務所の監督�査察� 常習犯記録所� 及び政府刑務所の囚人維持のため .05/**

-- アイルランドのカウンテイ�バラ刑務所の囚人維持� 及び矯正院�授産学校の費用のため /,5,,-

-. アイルランドの Dundrum刑事精神異常者病院での刑事精神異常者の給与と費用のため /5//*

-/ ダブリンのアイルランド最高法院王座部監獄の給与と費用のため ,5.2*

-0 アイルランドの種	の法費用のため 2511*

民事� III款の合計 .5*,0500*

表 , � 3 � 別表 �B.� � VIII部�
民事 -IV款 �教育� 科学及び芸術�

+21,年 -月-+日に終わる年度の間に支払うであろうところの� ここで特に言及される民事の費用を支払うために譲与された金額の表� すなわち�
No. 超えない金額 ���
+ グレ�トブリテンの公的教育のため +5./25.*,

, 科学芸術部局及び関連施設の給与と費用のため ,--5+13

- 大英博物館の給与と費用のため 315303

. ロンドンの国立絵画館の給与と費用のため 05+.2

/ 国立肖像画美術館の設立に関連する給与と費用のため ,5***

0 グレ�トブリテンの学識諸団体の費用への補助金のため +,5./*

1 ロンドン大学のため 350.,

2 寄付学校委員会の給与と費用のため +.51.1

3 スコットランド諸大学への補助金のため +2522*

+* 連合条約下の相当物履行上� スコットランド製造業委員会への年金� 及び Torrieコレクション展示その他のため ,5+**

++ アイルランドの国民教育委員会下の公的教育のため .+052,/

+, アイルランドの教育委員会の費用のため 03/

+- アイルランド国立絵画館の給与と費用� 及び絵画購入のため ,5-.*

+. アイルランド�アカデミ�のため +502.

+/ アイルランドのクイ�ンズ大学のため -51*-

+0 アイルランドのクイ�ンズカレッジのため .5,0-

民事� IV款の合計 ,5,2/5*,1
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表 , �+*� 別表 �B.� � IX部�
民事 -V款 �植民地� 領事館その他外交�

+21,年 -月-+日に終わる年度の間に支払うであろうところの� ここで特に言及される民事の費用を支払うために譲与された金額の表� すなわち�
No. 超えない金額 ���
+ 海外大使館及び公館の費用のため ,+/5210

, 海外領事館施設� 及び領事館議定費負担のその他費用のため ,025+13

- 総督等の給与と手当て� 及び一定植民地のその他の費用のため 0-5/0.

. オレンジ川条約 �喜望峰� の負担及びセントヘレナ島のため -5302

/ 奴隷取引禁止のため諸外国との条約下に設立した混成委員会の給与と費用のため +512*

0 船舶助成金�奴隷助成金� 及び解放アフリカ部局の費用のため +251*,

1 王国の異なる港での移民委員会と移民職員� 及びその他の移民関連費用のため 351./

2 インドからフランス植民地へのク�リ�の移民関連費用のため 3/*

3 大蔵省金庫のため +**5***

民事 5V款の合計 /3,510.

表 , �++� 別表 �B.� � X部�
民事 -VI款 �退職年金�退職手当� 及び慈善その他の目的のための賜金�

+21,年 -月-+日に終わる年度の間に支払うであろうところの� ここで特に言及される民事の費用を支払うために譲与された金額の表 5すなわち�
No. 超えない金額 ���
+ 以前の国務雇用者への退職年金と退職手当てのため -21531,

, 商船隊員基金法下の商船の雇用者と船員� その寡婦�子供への年金� 及び旧商船隊員基金受託団職員への補償のため ./5.+*

- 海外遭難イギリス船員の救済のため -/5.**

. アイルランドの一定病院�診療所の援助のため +35*--

/ グレ�トブリテンの種	の慈善その他手当てのため 05-0-

0 アイルランドの種	の慈善その他手当てのため 05,-/

民事 5VI款の合計 /**5.+-

表 , �+,� 別表 �B.� � XI部�
民事 -VII款 �雑�

+21,年 -月-+日に終わる年度の間に支払うであろうところの� ここで特に言及される民事の費用を支払うために譲与された金額の表� すなわち�
No. 超えない金額 ���
+ 一時的委員会の給与と附随費用のため +25..,

, 互恵条約下にイギリスと海外の船舶によって支払われる差額の支払いのため .05+.1

- アイルランドの亜麻栽培奨励のため +5***

. 種	の費用のため .5,3/

民事 5VII款の合計 03522.

表 , �+-� 別表 �B.� � XII部�
収入諸部局

+21,年 -月-+日に終わる年度の間に支払うであろうところの� ここで特に言及される民事の費用を支払うために譲与された金額の表� すなわち�
No. 超えない金額 ���
+ 関税部局の給与と費用のために 3135222

, 内国収入部局の給与と費用のために +50,/50,/

- 郵便業務の給与と費用� 及び郵便貯蓄銀行� 政府年金�保険� 郵便収入徴収の費用のため ,5.1*5-//

. 郵便小包業務のため +5+.25-21

/ 郵便電信業務の給与と費用のため .,*5***

収入諸部局� 合計 050..5,//

1**5***

表 , �+.� 別表 �B.� � XIII部�
国庫債券

+21,年 -月-+日に終わる年度の間に満期となるであろう国庫債券を償還するため

+.*5201

表 , �+/� 別表 �B.� � XIV部�
Greenwich病院と学校

Greenwich病院と学校の費用を支払うため� +21,年 -月-+日に終わる年度の間の前払

� 近代イギリス予算制度の成立過程に即して � +1
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� 近代イギリス予算制度の成立過程に即して � +3




